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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
（
二

件
）
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
百
六
十
一
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
五
丁
目
地

内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

青
梅
市
今
井
三
丁
目
二
十
四
番
一

の
一
部

青
梅
市
藤
橋
二
丁
目
九
十
三
番

地

築
地

良
夫

東
大
和
市
芋
窪
四
丁
目
千
四
百
十

四
番
一

東
大
和
市
桜
が
丘
四
丁
目
二
百

九
十
番
地
三

内
野
ハ
ウ
ジ
ン
グ
有
限
会
社

代
表
取
締
役

内
野

泰
由

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
い
な
げ
や
東
恋
ケ
窪
店

二

店
舗
所
在
地

国
分
寺
市
東
恋
ケ
窪
二
丁
目
三
十
四
番
地
一

ほ
か
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三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

意
見
書

ア

提
出
者
及
び

住
所

個
人

国
分
寺
市
在
住

イ

概
要

計
画
し
た
来
退
店
経
路
は
非
現
実
的
で
あ
り
、

指
定
経
路
以
外
の
利
用
に
よ
る
近
隣
住
民
の

住
環
境
へ
の
悪
化
が
危
惧
さ
れ
る
た
め
、
看

板
設
置
及
び
誘
導
員
配
置
等
の
対
策
が
不
可

欠
と
考
え
る
。
特
に
、
店
舗
南
側
に
位
置
す

る
孫
の
湯
通
り
は
小
学
校
の
通
学
路
で
あ
り
、

下
校
時
の
車
両
交
通
量
の
増
加
が
生
じ
な
い

よ
う
な
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
強
く
求
め
る
。

ウ

収
受
日

令
和
三
年
三
月
十
五
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興

課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
一

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）

に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
い
な
げ
や
東
恋
ケ
窪
店

二

店
舗
所
在
地

国
分
寺
市
東
恋
ケ
窪
二
丁
目
三
十
四
番
地
一

ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

意
見
書

ア

提
出
者
及
び

住
所

個
人

国
分
寺
市
在
住

イ

概
要

新
設
届
出
書
の
添
付
書
類
の
遮
音
壁
の
項
目

に
「
な
し
」
と
あ
る
が
、
遮
音
壁
を
設
置
し

て
欲
し
い
。

ウ

収
受
日

令
和
三
年
三
月
二
十
二
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興

課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
一

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）

に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
い
な
げ
や
東
恋
ケ
窪
店

二

店
舗
所
在
地

国
分
寺
市
東
恋
ケ
窪
二
丁
目
三
十
四
番
地
一

ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

意
見
書

ア

提
出
者
及
び

住
所

個
人

国
分
寺
市
在
住

イ

概
要

ア

屋
上
の
駐
車
場
の
東
側
駐
車
ス
ペ
ー
ス

一
列
を
削
減
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
を

西
側
へ
一
メ
ー
ト
ル
以
上
セ
ッ
ト
バ
ッ

ク
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

イ

南
側
に
設
け
ら
れ
る
荷
さ
ば
き
施
設
の

庇
の
出
幅
を
長
く
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

ウ

店
舗
東
側
に
計
画
さ
れ
て
い
る
植
栽
は
、

隣
接
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
既
存
樹
木
の

健
全
な
生
育
に
影
響
を
与
え
な
い
樹
種

及
び
配
植
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

ウ

収
受
日

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興

課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
一

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）

に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

フ
レ
ス
ポ
府
中

二

店
舗
所
在
地

府
中
市
西
原
町
一
丁
目
六
番
二
号
ほ
か

三

設
置
者
名

富
士
精
密
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

府
中
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
四
月
十
五
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
一
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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